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時代の変化に対応し
だれもが輝き

ともに創るまち“日野”

郵送の場合はこの用紙を切り離し、
次の通り封書を作ってください。

①きりとり線（点線）に
沿って切り、中央を山
折りにします。

②のりしろにのりをつけ
て貼りあわせ、封書を
作ります。

③切手を貼らずにそのま
まポストへ投函してく
ださい。

0504

料金受取人払郵便

差出有効期限
令和 6年 3月
31日まで

近江日野郵便局
承　　認

切手を貼らずに
お出しください

5 2 9 1 6 9 0

地
番
１
目
丁
一
原
河
町
野
日

場
役
町
野
日

」
案
提
の
へ
り
く
づ
ち
ま
い
よ
み
住
「

係  
行

【お願い】
○提案に対する回答を郵送させていただきますので、氏名・
住所（番地まで）を必ずお書きください。
　名前や番地の記載がない場合などは、匿名扱いとなり、
お返事できませんので、ご了承ください。
○広報掲載の封書以外で提出いただく場合は、タイトルに
「住みよいまちづくりへの提案」と記載してください。
○寄せられた提案は、町長はじめ担当課職員が熟読させてい
ただきます。できる限り町政にいかせるよう、充分に検討
したうえで回答させていただきますので、回答までに時間
がかかることがあります。
○特定の個人や団体の誹謗・中傷するもの、感想のみのもの
など、内容によっては回答できないものがあります。
○お寄せいただいた提案は、「広報ひの」に掲載させていただ
く場合があります。その際に氏名の掲載はいたしません。
○担当課ですぐにお答えできるような質問については、電話
でお答えする場合もあります。

◆提案・問い合わせ先
企画振興課　秘書広報担当
☎0748-52-6550　FAX 0748-52-2043
E-mail  kouhou@town.shiga-hino.lg.jp

あなたのアイデア・
メッセージを
お待ちしています

住みよいまちづくりへの提案
アイデア・メッセージをお待ちしています

きりとり

　皆さんからのアイデアやメッセージをいただき、
まちづくりにいかし誰もが住みやすいまちにして
いくため、皆さんの「声」をお待ちしています。

●「住みよいまちづくりへの提案」をお寄せいただく
　ための封書を下部に掲載しています。

●こちらに掲載している封書に限らず、電話・ハガキ・
　FAX・E-mailなどで受け付けていますので、ご意見
　をお寄せください。

とうかん

ひ  ぼう

国
民
健
康
保
険
税
の
産
前
産
後
免
除
制
度
が
始
ま
り
ま
し
た

　
令
和
６
年
１
月
１
日
か
ら
、
出
産
さ
れ
る
国

民
健
康
保
険
被
保
険
者
の
国
民
健
康
保
険
税
の

所
得
割
額
と
均
等
割
額
が
産
前
産
後
期
間
の
４

か
月
分（
多
胎
妊
娠
の
場
合
は
６
か
月
分
）免
除

さ
れ
ま
す
。

対
象
と
な
る
方

　
令
和
５
年
11
月
１
日
以
降
に
出
産
さ
れ
た
国

民
健
康
保
険
被
保
険
者
の
方
。
妊
娠
85
日
以
上

の
分
娩
が
対
象
で
す
。

免
除
期
間

　
出
産
予
定
日
ま
た
は
出
産
日
の
属
す
る
月
の

前
月
か
ら
４
か
月
間
。

※
多
胎
妊
娠
の
場
合
、
出
産
予
定
日
ま
た
は
出

産
日
の
属
す
る
月
の
３
か
月
前
か
ら
６
か
月

間
。

申
請
方
法

　
出
産
予
定
日
の
６
か
月
前
か
ら
申
請
が
で
き

ま
す
。
住
民
課
ま
た
は
税
務
課
ま
で
申
請
く
だ

さ
い
。

提
出
書
類

①
出
産
予
定
日
や
多
胎
妊
娠
の
事
実
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類（
母
子
健
康
手

帳
等
）

②
世
帯
主
お
よ
び
出
産
被
保
険
者
の
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
が
わ
か
る
も
の

③
届
出
者
の
本
人
確
認
書
類（
運
転
免
許
証
等
）

※
出
産
後
に
申
請
す
る
場
合
、
親
子
関
係
を
明

ら
か
に
す
る
書
類
が
必
要
で
す
。（
同
一
世

帯
で
あ
る
場
合
は
不
要
）

国
民
健
康
保
険

国
民
健
康
保
険

み
ん
な
で
支
え
あ
う

国
民
年
金
か
ら
の
お
知
ら
せ

年
金
受
給
者
の
皆
さ
ん
へ

公
的
年
金
等
の
源
泉
徴
収
票
が

送
付
さ
れ
ま
す

　
日
本
年
金
機
構
よ
り
、
国
民
年
金
や
厚

生
年
金
等
の
老
齢
年
金
を
受
給
さ
れ
て
い

る
方
を
対
象
に
、
１
年
間
の
年
金
の
支
払

総
額
等
が
記
載
さ
れ
た「
令
和
５
年
分
の

公
的
年
金
等
の
源
泉
徴
収
票
」が
１
月
に

送
付
さ
れ
ま
す
。こ
の
源
泉
徴
収
票
に
は
、

令
和
５
年
中
に
年
金
か
ら
天
引
き
さ
れ
た

介
護
保
険
料
や
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

料
、
国
民
健
康
保
険
税
額
等
が
表
示
さ
れ

て
お
り
、
確
定
申
告
の
際
に
必
要
と
な
り

ま
す
の
で
、
大
切
に
保
管
し
て
お
い
て
く

だ
さ
い
。

　
ま
た
、
ｅイ

ー

タ

ッ

ク

ス

-

Ｔ
ａ
ｘ（
電
子
申
告
）を
利

用
し
た
確
定
申
告
で
使
え
る
源
泉
徴
収
票

の
電
子
デ
ー
タ
を
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
で
受

け
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
デ
ー
タ
の
受

け
取
り
に
は
、
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
と
ね
ん

き
ん
ネ
ッ
ト
の
連
携
手
続
き
が
必
要
で

す
。
詳
し
く
は
、
日
本
年
金
機
構
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

※
障
害
年
金
や
遺
族
年
金
は
課
税
対
象
で

は
な
い
た
め
、
源
泉
徴
収
票
は
送
付
さ

れ
ま
せ
ん
。

※
源
泉
徴
収
票
を
受
け
取
り
後
に
紛
失
さ

れ
た
方
は
、
草
津
年
金
事
務
所
へ
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

今
年
20
歳
を
迎
え
ら
れ
る
皆
さ
ん
へ

国
民
年
金
の
加
入
義
務
が
生
じ
ま
す

　
日
本
国
内
に
住
所
の
あ
る
20
歳
か
ら
60

歳
ま
で
の
す
べ
て
の
方
は
、
学
生
の
方
も

含
め
国
民
年
金
に
加
入
す
る
こ
と
が
法
律

で
義
務
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
20
歳
に
な
る

と
日
本
年
金
機
構
か
ら
国
民
年
金
加
入
の

お
知
ら
せ
が
届
き
ま
す
。

　
公
的
年
金
制
度
は
、
老
後
の
生
活
を
支

え
る
だ
け
で
な
く
、
病
気
や
ケ
ガ
で
障
が

い
が
残
っ
た
と
き
に
も
、
生
活
を
支
え
て

く
れ
る
大
切
な
制
度
で
す
。
自
分
自
身
の

将
来
の
た
め
に
国
民
年
金
に
加
入
し
保
険

料
を
納
め
て
く
だ
さ
い
。

　
保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
方
は
、
学
生

納
付
特
例
や
申
請
免
除
・
納
付
猶
予
の
制

度
が
あ
り
ま
す
の
で
、
草
津
年
金
事
務
所

ま
た
は
役
場
住
民
課
保
険
年
金
担
当
ま
で

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◆
問
い
合
わ
せ
先

日
本
年
金
機
構
　
草
津
年
金
事
務
所

☎
0
7
7-

5
6
7-

2
2
2
0

　
住
民
課
　
保
険
年
金
担
当

☎
0
7
4
8-

5
2-

6
5
8
4

◆
問
い
合
わ
せ
先
　
住
民
課
　
保
険
年
金
担
当
　
☎
0
7
4
8-

5
2-

6
5
8
4

税
務
課
　
住
民
税
担
当
　
　
☎
0
7
4
8-

5
2-

6
5
7
0

（例） 令和５年 令和６年
８月 ９月 10月 11月 出産月 12月 １月 ２月

単胎の方 ○ ○ ○ ○
多胎の方 ○ ○ ○ ○ ○ ○

（例） 令和６年 令和７年
８月 ９月 10月 11月 出産月 12月 １月 ２月

単胎の方 ○ ○ ○ ○
多胎の方 ○ ○ ○ ○ ○ ○

【令和５年度の免除期間】
産前産後期間のうち令和６年１月以降の期間の分だけ免除されます。

【令和６年度以降の免除期間】

※○は産前産後期間、□は免除期間。
※産前産後期間の保険税がゼロになるとは限りません。
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年
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事
務
所
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税
務
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住
民
税
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当
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5
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6
5
7
0

（例） 令和５年 令和６年
８月 ９月 10月 11月 出産月 12月 １月 ２月

単胎の方 ○ ○ ○ ○
多胎の方 ○ ○ ○ ○ ○ ○

（例） 令和６年 令和７年
８月 ９月 10月 11月 出産月 12月 １月 ２月

単胎の方 ○ ○ ○ ○
多胎の方 ○ ○ ○ ○ ○ ○

【令和５年度の免除期間】
産前産後期間のうち令和６年１月以降の期間の分だけ免除されます。

【令和６年度以降の免除期間】

※○は産前産後期間、□は免除期間。
※産前産後期間の保険税がゼロになるとは限りません。
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最低賃金改正のお知らせ

〇特定（産業別）最低賃金
　（令和5年12月31日発効）

時間額
窯業・土木製品
製造業 1,000円

一般機械器具
製造業 1,013円

精密・電気機械器具
製造業 1,003円

自動車・同附属品
製造業 1,016円

〇滋賀県最低賃金
　（令和5年10月1日発効）
　時間額　967円

問

滋賀労働局　賃金室
☎077-522-6654
東近江労働基準監督署
☎0748-22-0394

図書館からのお知らせ

みんなのとしょかん

日野町立図書館
☎0748-53-1644　FAX 0748-53-3068
＊図書館の本は、お近くの公民館でも返却していただけます＊

本の紹介

行事予定

みんなのとしょかん
本の紹介 行事予定

図書館からのお知らせ

『タイポグラフィ・ブギー・バック　ぼくらの書体クロニクル』
  正

ま さ き

木香
きょうこ

子／著　平凡社

　普段目にするさまざまなメディア
には多彩な文字の「書体」が使われて
います。本書は、マンガや小説から雑
誌、歌詞カード、ドラマまで、いろい
ろなメディアで使われ平成を彩った
書体に光を当てた一冊です。

■…休館日　　　○…えいが会　　　◇…託児サービス
■…おはなし会　■…おひざでだっこのおはなし会

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

月 火 水 木 金 土 日
１月

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29

月 火 水 木 金 土 日
２月

「おはなし会」 1月6日(土)、13日(土)、27日(土)10：30～（15分程度）
「おひざでだっこのおはなし会」 1月20日(土)11:15～（20分程度）
3歳くらいまでの親子を対象に絵本や手遊び、わらべうたなどをしています。

「託児サービス」  1月10日(水)、17日(水)10：00～12：00　
 対象：０歳から３歳
「えいが会」 1月21日(日) 14：00～『明日に向かって笑え！』

2019年／アルゼンチン(116分)

○本との出会いをつくる～子どもの読書について考える～
　と　き 1月20日(土) 14:00～15:30
　ところ 視聴覚室　　　　講　師 田

た ぐ ち

口 幹
み き と

人氏
　※詳細は図書館ホームページなどでお知らせします。

※行事・サービスは中止する場合があります。

In
fo

r
m

at
io

n

お知らせ
2024.１

布引斎苑休苑日布引斎苑休苑日布引斎苑休苑日２２２月月月７７７日水日水日水

町長懇談室
　事前に①希望日②懇談内容③連
絡先を下記までお知らせくださ
い。ご連絡いただいたときに日程
調整します。

企画振興課　秘書広報担当
☎0748-52-6550

身体障がいに関する相談身体障がいに関する相談
とき／ 毎週木曜日（祝日を除く）
　　　9：30～11：30
ところ／勤労福祉会館
福祉保健課　福祉担当
☎0748-52-6573

よろず相談よろず相談
とき／ 毎週木曜日（祝日、第3木曜

日を除く）  9：00～12：00
　　　（受付　11：30まで）
　　　 第2・4木曜日は、人権特設

相談も兼ねています。
ところ／勤労福祉会館１階相談室

行政相談行政相談
とき／ 毎月第３木曜日（祝日を除く）

9：00～12：00
　　　（受付　11：30まで）
ところ／勤労福祉会館１階相談室
日野町社会福祉協議会
☎0748-52-1920

相談室２月のし尿収集カレンダー
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29
　し尿収集の予約は５営業日前ま
でにクリーンぬのびき広域事業協
同組合（☎0748-23-0107）へ申し
込んでください。

し尿収集はお休みです

大谷公園体育館屋根・照明
改修工事完了のお知らせ

　大谷公園体育館において７月～11月まで屋根と
照明器具の改修工事を行っていましたが、工事が完
了しましたのでお知らせします。工事中はご不便ご
迷惑をおかけしま
した。
　照明設備がLED
になり、明るくなっ
た体育館をぜひご
利用ください。

町内で事業を営んでいる方へ
償却資産（固定資産税）の申告は

お済みですか？
　償却資産とは、会社や個人で事業をしている方が、
その事業のために所有している構築物、機械、器具、
備品などの資産をいい、固定資産税の課税対象にな
ります。
　申告の対象となるのは、令和６年1月1日現在で日
野町内に所在する償却資産で、償却資産の所有者に
は、法令により必ず申告するよう義務付けられてい
ます。
　前年に申告された償却資産の所有者の方には、昨
年末に申告書などを送付していますので、１月31日
（水）までに税務課へ申告してください。ｅ

エ ル タ ッ ク ス

ＬＴＡＸ
（電子申告）もご利用いただけます。詳しくは地方税
ポータルシステムホームページをご覧ください。
　なお、申告書がお手元に届いていな
い場合や、新しく事業を始められた方
で申告書が必要な場合などは、下記ま
でご連絡ください。

◆問い合わせ先
建設計画課　都市計画担当　☎ 0748-52-6567

◆問い合わせ先
税務課　固定資産税担当　☎ 0748-52-6572
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